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●新宿駅西口朝の宣伝行動                             

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最賃闘争委員のリレートークと 

ポケットティッシュを配り、 

最賃1,000円の早期実現 

等を訴えました。 

 

 

 

パート    なかないで あしたを見つめ歩きましょう 

部会    にげないで 明るい職場をつくりましょう 

 の     ぬけめなく しっかり実利をとりましょう 

 なに    ねつっぽく 暮らしと生協を語りましょう 

ぬねの    のしつけて 差別を返上しちゃいましょう 

 

 

 

《 ３ ０ ０ ０ 人 参 加 》     
TPP参加阻止、社会保障改悪･大増税反対 

日比谷野外音楽堂での集会には全国か

ら 3000 人が参加しました。生協労連

は朝の宣伝行動、国会議員要請行動、

厚労省交渉、請願デモ、最賃交流会と

終日行動しました。生協労連からは約

200人が参加しました。 



● 厚生労働省交渉 2グループにわかれて 

 

【最賃1000円の早期実現を】 

 最賃闘争委員を中心に、以下の5点を要請しました 

1.最低賃金1,000円を早期に実現すること 

2.中央最低賃金審議会を、最低賃金法を遵守し最賃1,000円を実現する審議会として改革す

ること。審議員の任命を公正に行うこと。 

3.最賃制度を全国一律性にすること。当面、C・Dランクを廃止すること。 

4.最低賃金の生活保護との整合性について、労働時間の換算を始め、『格差を小さく見せる』

というような恣意的な換算は改めること。 

5.最低賃金引下げにともなう中小企業支援策を抜本的に強化すること。 

 

【パート法の改正と有期の規制を求めて】中央執行委員とパート部会執行委員が参加。 

「パートはローンも組めない、社会保障制度の恩

恵も受けられない」「雇用の場がなくパートで働

かざるを得ない」「有期だから解雇。ぜひ法律で

規制を」などと訴えました。 

＊木下部会長より、２２０３１筆の「パート法抜

本改正」要請書を手渡しました。 

 

● 国会議員要請行動も 

消費税増税反対、最賃引き上げ、パート法

改正の3点を要請しました。 

 

● 最賃闘争交流決起集会 

学習講演の中で「政府･財界に８００円、１０

００円という目標を掲げさせた！最賃引き上

げと中小企業支援策とを結合する政策枠組み

を作らせた！」私たちの運動に確信をもち次の

取り組み課題の確認をしました。 

 

 

★2011 年春闘でも「時給1,000 円」の要求を掲げました。  

2012 年春闘では、すべての単組が切実な要求として時給1000 円  

以上を掲げ、たたかいましょう。 

★最低賃金1,000 円以上の早期実現と審議委員の獲得を 

★パート法の改定と仕事分析･仕事の価値しらべを進め、 

均等待遇の実現をめざします。 

★パートの賃金･労働条件の改善をめざします。 

編集後記 今月は九州地連が担当しました 渕上・下地 

かなえちゃん 

 


